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消費者生活相談を巡る状況



消費生活相談の状況

（出典）令和７年度版消費者白書
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• 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は近年、年間約90万件前後で推移
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消費生活相談の状況（若者）
・男性は、15－19歳では、「インターネットゲーム」等の娯楽に関する相談が、20－29歳では、「フリーローン・サラ金」に関
する相談が多く、どちらの年代においても「内職・副業」に関する相談が上位に見られる。
・女性は１5－19歳、20－29歳共に、「脱毛エステ」「美容医療」に関する相談が多く、男性と同様「内職・副業」に関する
相談も上位にみられる。

（出典）令和７年版消費者白書
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消費生活相談の状況（高齢者）
・65－74歳は、男性は「携帯電話サービス」や「光ファイバー」といった通信サービスに関する相談が、女性は「乳液」や「化粧ク
リーム」「ファウンデーション」といった化粧品に関する相談が多く、これらにはインターネット通販に関する相談が含まれている。
・75－84歳・85歳以上は、男女共に、「屋根工事」「修理サービス」に関する相談が多くみられる。

（出典）令和７年版消費者白書6



消費生活相談の状況（認知症等高齢者）
• 「インターネット通販」に関する相談が全体的に多い中、高齢者の場合は、「訪問販売」や「訪問購入」の割合が高くな

る傾向。
• 認知症等高齢者の場合、高齢者全体に比して更に「訪問販売」や「訪問購入」の割合は高くなる傾向。

（出典）令和７年版消費者白書 6
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消費生活相談の特徴（障害者等）

・障害者等の消費生活相談は、本人から寄せられる相談は約５割にとどまる。

（出典）令和７年版消費者白書



社会状況の変化
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高齢化率の推移

• 我が国における高齢化率は上昇し続け、2050年には37％程度になると推計されている。

（出典）令和７年版厚生労働白書
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・認知症等患者も増加見込みであり、2050年には65歳以上の高齢者のうち約３割が認知症又は
MCI（軽度認知障害）であると推計されている。

認知症等患者の推移

（出典）令和６年版高齢社会白書



世帯構成の推移と見通し

（出典）厚生労働省「令和７年版厚生労働白書」 12

• 単身世帯、高齢者単身世帯ともに、今後とも増加が予想されている。



消費者安全確保地域協議会
－地域における見守り活動ー







各都道府県における消費者安全確保地域協議会の設置状況















• 関係機関でネットワークを組むことで多様な情報を共有す
ることができ、被害防止に役立てられている。

• 注意喚起情報をより多くの団体と共有できるようになった。

• 単独よりも取り組む人員が増えることで、効率的な広報・
啓発活動を行うことができる。

•協議会の構成員から相談が入ってくるようになった。

• 構成員間にて相談者の個人情報の共有が可能なため
迅速な対応・被害の未然防止に繋がっている。
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消費者安全確保地域協議会設置の意義（自治体の皆様の声）







第５期消費者基本計画（抜粋）

第３章 多様な主体が連携して推進する消費者政策
１．地方消費者行政の推進
（３） 地域における見守り活動

高齢化・単身世帯化の更なる進行により、配慮を要する消費者への対応を強化する
必要がある。そのため、消費者安全確保地域協議会（以下「見守りネットワーク」とい
う。）の活性化や見守り活動の充実を地域の実情に応じて促進する。その際、消費者
行政部局のみならず、福祉（※）、教育、防災部局など地方公共団体の関連する部局、
警察、地域包括支援センター等との連携や、消費生活協力団体、消費者団体、福祉
関係事業者・団体、まちづくり・地域づくり活動団体、金融機関・小売・流通事業者等、
更には消費生活協力員や民生委員等の多様な主体の連携により、人口規模や地理
的な環境等を踏まえ、既存のネットワークとの連携を含め、柔軟かつ重層的な取組を促
進する。

消費者庁は、先進的なモデルの創出や優良事例の抽出及びこれらの横展開並びに
ガイドラインの充実など制度面の整備や地方公共団体の活動の支援に取り組む。また、
見守り活動の担い手を増やすべく、消費生活協力員・協力団体の養成に取り組む。こ
うした取組により、消費者被害の防止に資する情報が必要とされる消費者に着実に届
けられるとともに、被害の発見や消費生活センター等への取次ぎによる被害の救済に向
けたネットワークの構築・強化を促進する。

（※）例えば、重層的支援体制整備事業と見守りネットワークの積極的な連携の促進が重要である(令和３年10月１日付け厚生労働
省社会・援護局地域福祉課長、消費者庁地方協力課長発 都道府県等民生主管部長、消費者行政主管部長宛通知「重層的支援
体制整備事業と消費者安全確保地域協議会制度との連携について」)。
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消費者安全確保地域協議会の活性化に向けて







参考資料
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（消費者安全確保地域協議会）
第十一条の三 国及び地方公共団体の機関であって、消費者の利益の擁護及び増進に関連する分野の事務に従事するもの（以下この条において「関係機関」
という。）は、当該地方公共団体の区域における消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される消費者安全確保
地域協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。
２ 前項の規定により協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、病院、教育機関、第十一条の七第一項の消費生活協力団体又は消費生活協
力員その他の関係者を構成員として加えることができる。

（協議会の事務等）
第十一条の四 協議会は、前条の目的を達成するため、必要な情報を交換するとともに、消費者安全の確保のための取組に関する協議を行うものとする。
２ 協議会の構成員（次項において単に「構成員」という。）は、前項の協議の結果に基づき、消費者安全の確保のため、消費生活上特に配慮を要する消費者
と適当な接触を保ち、その状況を見守ることその他の必要な取組を行うものとする。
３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成員が行う消費者安全の確保のための取組に関し他の構
成員から要請があった場合その他の内閣府令で定める場合において必要があると認めるときは、構成員に対し、消費生活上特に配慮を要する消費者に関す
る情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。
４ 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。

（秘密保持義務）
第十一条の五 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（消費生活協力団体及び消費生活協力員）
第十一条の七 地方公共団体の長は、消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行う民間の団体又は個人のうちから、消費生活協力団体又は消費生
活協力員を委嘱することができる。
２ 消費生活協力団体及び消費生活協力員は、次に掲げる活動を行う。
一 消費者安全の確保に関し住民の理解を深めること。
二 消費者安全の確保のための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
三 消費者安全の確保のために必要な情報を地方公共団体に提供することその他国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
四 前三号に掲げるもののほか、地域における消費者安全の確保のための活動であって、内閣府令で定めるものを行うこと。
３ 地方公共団体の長は、消費生活協力団体及び消費生活協力員に対し、前項各号に掲げる活動に資するよう、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう
努めなければならない。

（秘密保持義務）
第十一条の八 消費生活協力団体の役員若しくは職員若しくは消費生活協力員又はこれらの者であった者は、前条第二項各号に掲げる活動に関して知り得た
秘密を漏らしてはならない。

第五十三条 第八条第四項、第八条の二第三項、第十一条の五、第十一条の十九第一項又は第二十五条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一
年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
２ （略）

消費者安全法（平成21年法律第50号）抜粋


